
受村
2 3. 1. 2 5

沖縄県医師工

 件わ沖縄県医師会長殿

 ぜ゛
 "'昊1^

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項

 及び第14条第2項に基づく届出の基準等の一部改正について

 みだしのことについて、厚生労働省健康局結核感染症課長から別添のとおり通知が

 ありますので送付いたします。つきましては、貴管轄関係医療機関に周知方お願いい

 たします。
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 (局)、長殿

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令及び検疫法施行令の7

 部を改正する政令(平成23年1月1,4日政令第5号)及び感染症の予防及び感染症の患

イ

 者1こ対する医療に関する法律施行規則の一部を改正す.る省令.、(平成23年1月'14日厚生

1 '

 労働省令第6号)が平成23年1月 1,'4.日公布されたととろである。

 ごれらの.改正等を踏まえ、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律.,

 第12条第1項及び第1・4条第2項に基づく届出の基準等について」(平成18年3月.8

 日健感発第0308 00'1号)、にっいて、、・別添新旧対照表のとおり改正することと.した
 ので,、ご了知の上、関係機関に周知願いたい'.なお、本改正については、'南米出.血熱に

 関'しては.、平成2'3.年1月.・2、4 日,から、それ以外のものは平成g 3年2月 1日から施行

 、する。

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項

 及び第14条第2項に基づく届出の基準等の一部、改正にっいて
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 第1 (略)

 第2 -.類感染症
 1~ 3 (略)

 4 南米出血熱
 (1)・定義

 医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準

 医師及び指定届出機関の管理者が都道府県.知事に届げ出る基準,新旧対照表

 .南米大陸におけるアレナウィルス科アレナウィルス属のウィルスによる出
 ,の怠称である南米出血熱であるアルゼンチン出血熱、ブラジル出血熱、

 ベネズエ.ラ出血熱、ボリビア出血熱墜イそれぞれ、アレナウィノレス科のフニ

新

 ンウィノレス、サビアウィルス.、ガナリトゥイノレス、マチュボウィルスによる
 感染症であるi ボリビ,アにおける出血熱患者からチ.ヤパレウィルズという新
 種のウィルスがノ離され'このウィルスによる出血熱も南米出血熱にまれ
 歪._

 (,2)臨床的特徴

 主な感染経路は、ウィルス保有ネズミの排池物、唾液、血液等との接触で
 ある。潜伏期間は7~i4 日で、初期症状として突然の.発,熱、'筋肉痛、悪寒、
 背部痛、'消化器症状がみられる。 3~4日後には哀弱、.嘔吐Υ目まいなどが
 出現し、・重症例では高.熱、出血傾向、ショッ.クが認められる。歯肉縁の出血
 が特徴的とされるが、そ.,ゐ後皮下や*胡莫からの出血に進展サる。神祁症状を
 呈することもありイ'舌や手の振戦から、'せん妄、こん睡、瘻箪に至る。致死
 率は30%に上るとされる。回復例では発症後 IQ~ 13 日頃から寛解傾向
 がみられるがf 最終的には数ケ月かかることが多い。

 (3)'届出基準
 ア~エ.(略)
 オ感染症死亡疑い者の死.体

 医師は、.(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見か
 ら、_南米出血熱により死亡したど疑われる場合には、法第12条第1項の
 規定による届出を直ちに行わなけれぱならない。

別紙

 第1 (略)

 第2 一類感染症
 1~ 3 (略)

 4 南米出血熱
 aシ定義

 医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準

 アルゼンチン出血熱、ブラジル出血熱、ベネズエラ出血熱、ボリビア出血
 熱の総称であり、それぞれ、アレナウィルス科のフニンウィルス、サ・ビアウ
 イルス、ガナリトゥ.イルス、マチュボウィルスにょる感染症であるi

旧

 (2)臨床的特徴

 主な'感染経路は、ウィルス保有ネズミの排池物、唾液、血液等.との接触で
 ある0'潜伏期問は7~.14日で、初期,症状として突然の発熱、筋肉痛、悪寒、
 吉部痛,、'消化器症状がみられる。 3~4日後には衰弱イ嘔吐、目まいなどが
 出現し、重症例では高熱、出血傾向、ショックが認め.られる.。.歯肉縁の出血
 が特徴的とされるが、その後皮下や粘膜からの出血に進展する、神経症状を
 呈することもあり、舌や手の振.戦から、せん妄、'こん・睡、癌単に至る。致死
 率は30%に上るとされる。回復例では発症後 10~1'3 日頃から寛解傾向がみ
 られるが、最終的には数ケ月かかることが多い。"

 (3)届出基準
 ア~エ(略)
 オ感染症死亡疑.い者の死体

 医師は、(2).の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、.症状や所見か
 ら、南米出血熱に.より死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の
 規定による届出を直ちに行わなければならない

、
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 分雛・同定による病原体の検出
 PCR法による病原体の遺伝子の検出
 EUSA法又は蛍光抗体法による IEM抗体若しくは lgG抗
 体の検出

 5~.フ(略)

 第3 二類感染症
 1及び2 (略)

 3 ・ジフテリア

 (1)及び(2)(略)
 (3)届出基準

 ア~ウ(略)
 エ、感染症死亡疑い者の死体

 医師は、(2)の臨床的樹敦を有する死体を検案した結果、症状,や所見から、
 ジフテリアにより死亡したと疑われる場合に.は、法第'12条第1項の規定によ
 る届出を直ちに行わなけれぱならない。

検査方法

 病変(感染)部位
 からの採取材料

検査材料
 血液、脳脊髄

 分離,同定による病原体の検出墜、 かつゞ
 けるジフテリア毒素の確認

液尿

血清

 PCR法による病原体の遺伝子の検出

 (※)本感染症は'C01' nebact-rium di htheN'ae によるものである力
 ι01 刀ebacteriU勿  UlcelanS 及び Cor he6ヨCιeli"勿 Seuddtubelculosis
 においてもジフテリア毒素を産生する株が確認されでぃるので、分眺.

検査方法

 4及び5 (略)

 伺定による病、体の出、病ハ体の毒素遺伝子の出の際に留意が必要
 である。

 分離・同定による病原・体の検出
 PCR法による病原体の遺伝子の検出
 ELISA法又は蛍光抗体法による lgM抗体若しくは lgG抗
 体の検出

 5 ~フ(略)

 第3 .二類感染症
 1及び2 (略)

 3 ジフテリア

 ( 2 )・及び( 2)'(略)
 (3)届出基準

 ア~ウ(陶
 =感染症死亡疑い者の死体

 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、'症状や所見から、
 ジフテ,りアにより.死亡したと疑われる場合には、法第12'条第1項の規定によ
 る届出を直ちに行わなければならない。

 分離菌にお

検査方法

 病変(感染)部位
 からの採取材料

検査材料

(.

、

検査材料

、

血液

 分離・同定による病原体の検出、かっ、分隣菌におけ
 るジフテリア毒素の確認

血清

 PCR法によ'る病原体の遺伝子の検出

検査力法

 4及び5 印働
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 '検査材,料



 第4 三類感染症
 1~. 3 (略)

 4 腸チ.フス
 ( 1)~( 2)(略)
 (3')届出基準

 ア患者(確定伊D

 医師は、.(,2)・の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から腸
 チフスが疑われ、'かっ、炊の表の左欄に掲げる検査方法に.より、'腸チフス煕者
 と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなけれ
 ばならない6

 との場合において{検査材料は、伺欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それ
 ぞれ伺表の右欄に定めるもののいずれかを用いるとと。
 鑑別を必要とする疾患は、'バラチフス、マラ.りア、デング熱、 A型肝炎、

 つつが虫病、チクングニア熱である。'
 イ~土(略)

 5 パラチフス

 住)~(2)(略)
 (3)届出基準

 ア患者(確定伊D

 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からパ
 ラチフスが疑われ、かっ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、パラチフス
 患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わな
 ければならない。

 この場合に浦いて、検査材料は、同欄に掲げる検査.方法の区分ビとに、それ
 ぞれ同表の右欄に定めるものの,いずれかを用いるこど。

 鑑別を必要とする疾患は、腸チフスィマラリア、デング熱、' A型肝炎、う
 つが虫病」委之と^である。

 イ~エ.(略)

 第5 '四類感染症
 1~ 1 7 ・(略)

 18 'チクングニア熱

 第4 三類感染症
 1~ 3.(略)

 4 腸チフ・ス
 (1)~(2)佃御
 (3)届出基準

 ア患者(確定例)

 医師は、(・2).の臨床的特徴を有する者を,診察した結果、症状や所見から腸
 チフスが疑われ、かっ、次の.表の左欄に掲げ.る検査方法により'、.腸,チフス患者
 と診断した場合にはイ法第12条第.1項の規定による届出を直ちに行わなけれ
 ぱならない'、."

 この揚合において、検査材料はイ伺欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それ
 ぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いる.ごと
 鑑別を必要とする疾患ば、パラチフス、マラリア、デン.グ熱、 A型肝炎.、

 つつが虫病である。
 0 イ~エ(略)

 5 パラチフス

 ( 1)~(2 )(略)
 (3)届出基準

 ア患者価寉定例)

 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からパ
 ラチフス・が疑われ、かっ、次の表の左欄に掲げる検査方法にょ.り、パラチフス
 患者と診断'した場合には、法第12条第1・項の規定による届出を直ちに行わな
 けれぱならない。

 この場合におし,、て、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、'それ
 ぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。

 鑑別を必要とする疾患、は、腸チフズ、マラリア、デング熱、 A型肝炎、つ
 つが虫病である。

 イ~エ(略)

 第5 四類感染症
 1~ 17 佃制

 (新設)
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 (1)定義

 トガウィルス科アルファウィルス属に属するチクソグニアウィルスによる感
 染症である

 (2)臨床的特徴
 チクングニアウィルスを保有するヤケカ属のネッタイジマカ、ヒトスジシマカ

 などに刺さ'れることで感染する。潜伏期間は・3~12日(通常3~フ.日・)  で、患
 者の大  数1士急性熱性疾患の症状を呈する発熱と関rrは必発.であり、発疹は
 8割程度に認められる関節痛は四肢(遠立)に強く対称性で、その頻度は手
 足首指趾、膝、肘、・肩の順であり
 痛は急性症、
 の他の症、
 見では

 や劇症肝炎が報告されている。.アフり力、インド洋島国、イン'ド、東南アジア

 (3)届出基準
 の熱帯・亜熱帯地域を中心として流行がみられてぃる

 'が軽央した後も

 全身倦怠感・頭痛・筋肉痛',りンパ飾腫脹である.。血1 所 'としては、
 リンパ球減少  血小板減少が認められる重症 4では神経症状'(脳症)

ノ

 ア'患者(確定伊D
 医師は

 クングニア熱力.ミ疑われ、かつ、工の次に掲げる表の左欄に掲げる検査方法によ
 リ、チクングニア熱患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による
 届出を直ぢに行わなければならない。

 週間から数ケ月にわたって続く場合がある。そ
 関節の:症や腫脹を"う場合もある関節

 2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からチ

 れぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること
 イ無症状病原体保有者

 この場合に浦いて、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとにゞそ

 医師は診察した者が(2)の臨床的特徴を呈してぃない力
 に掲げる

 合には法 12条 1項の規定による届出を直ちに行わなけれぱならない
 との場合に羚いて

 ぞれ同表の右
 ウ感染症死亡者の死体

 査方法により、、チク,.ソグニア熱の無症状病原体保有者と診断した場

 医師,は,(2)の臨床的特徴を有司、る死体を案した結果、.症状や所見から
 チクングニア熱が疑われイかつ
 ングニア熱により死亡したと判断した場合には、法第1.2条第1項の規定によ

 ,,に定めるもののいずれかを用いること

 る届出を直ちに行わなけれぱならない

 ,、

、

 この場厶においで

 ぞれ同表の櫛に定めるもののし,、ずれかを用いるとと

 査材料はヌ同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それ

 査材料は、同欄に掲げる査方法の区分ビとに、それ

 の表の左欄に掲げる査方法により、.チク

 の表の左棚

4



 コ二  感染症死亡疑い者の死体
 矢師は(2')の臨床的特徴を有する死体を案した結果、症状や所見から

 チクングニア熱により死亡したと疑われる場合には、法 1乞条
 による届出を画ちに行わな.けれぱならない

 ハ離・同定による病原体の
 PCR法による病原体の遺伝子の出
 恕M^
 EUSA法住 G抗体)、中和試験又は赤血球凝集阻止法に

ユ

 19 つつが虫病

 20 デング熱(略)

 21 東部ウ.マ脳炎(略)

 2 2 鳥インフルエンザ'(鳥インフルエンザ.(H5 N I)を除く)(略)

 23 ニパウイノレス感染症(略)

1

 2 4_日本紅斑熱(略)

 _25 日本脳炎(略)

、

 26 ハンタウイルス肺症候群
 (1)定義

 ブニャウィノレス科、ハンタウィルス属の新世界ハンタウィルス(シンノンブ

 よる抗体の出(ペア血清にょる抗体陽転又は抗体イ西の

24

 宜童四上昼L

検査方法

25

( 1 )

出

 1項の規定

桧査置赳
血液

血清

 (2)臨床的特徴
 前駆症状として発熱ど筋肉痛がみられる。徐いで咳、急性に進行する呼吸困

 難が特徴的で、・しぱしぱ消化器症状及び頭痛を伴う。頻呼吸(頻拍の出現頻度
 が高い6 半数に低血圧等を伴う。発熱,悪寒は1~4日続きイ次いで進行性呼

 る急性呼吸器感染症.である・。
 C2)臨床的特徴 1

 前駆症.状_として発熱と筋肉痛がみられる。次いで咳、急性に進行する呼吸困
 難が特徴的で、しばしぱ消化器症状及び頭痛を伴う'頻呼吸、頻拍の出現頻度
 が高い。・半数に低血圧等を伴う。発熱・悪寒は1~4日続き、歌いで進行性呼

 レウィルス等)による急性呼吸器感染症である。

 .ノ

18  つうが虫病(略)

 デング熱佃各)

 東部ウマ脳炎.(略)

 鳥インフノレエンザ(鳥インフルエンザ(H_5 N I).を除く)、(略)

 ニパウィルス感染症佃客)

 日.本紅斑熱(略)

 日本脳炎印各)

 ハンタウイルス肺症候群
定義

 ブニャウィルス科、ハンタウィルス属のウィルス(sin Nombre viyu$).1.ごよ

19

20

 2 ・・ 1

22

23



 吸困難、酸素不飽和状態に陥る畑市水腫、'肺浮腫.による儿早い場合は発症後2
 4時間以内の死亡も頻繁にみられる。肺水腫等の機序は心原性ではない。 X線
 で肺中に広範な海出液の貯留した特徴像が出る。,致死率は40~50%である。
 感染経路と・しては、①ウィルスを含む排池物(尿、便>、唾液'1.こより汚染され

 たほこりを吸い込む(これが最も多い)、,'②手足の傷口からウィルスに汚染され
 たネズミの排治物、唾液が接触して入る、'③ネズミに皎まれる等である。
 媒介動物は、米国ではシカシロアシネズミが、南米ではコッ.トンラットがウ

 イルス保有動物とじて最も一般的である。ウィルスを媒介するこの群のネズミ
 は米国ヌ..カナダ、中南米(チリ・、アルゼンチン等)にも存在する。とのネズミ
 どウィルスは日本では見つかってぃない。

 (3)(略)

 27 Bウイ、ノレス病(略)

 28 鼻痘(略)

 29 プルセラ症(略)

 30 ・ベネズエラウマ脳炎(略)

 31 、ヘンドラウイルス感染症(略)

 3-2 .発しんチフス(略)

f

 33 ボツリヌス症(略)

 3 4 マラリア(略)

 35 野兎病.(略)

 36 ライム病(略)

 37 'りツサウイルス感染症(略)

6

 4時間以内の死亡も頻繁にみられる。肺水腫等の機序は心原性ではない。.X線
 で肺中に広範な溶出液の貯留した特徴像、が出る。致死率1才約6σ%という報比

 感染経路としてば、①ウィルスを含む排池物く尿、便)ゞ唾液により汚染され
 たほこりを吸い込むにれが最も多い)、②手足の傷口からウィルスに汚染され
 たネズミの排汝物、唾液が接触して入る、③ネズミに皎まれる等である。
 、媒介動物は、米国ではシカシロアシネズミがウィルス保有動物として最もー

 般的である。'ウィルスを媒介するこの群のネズミは米国、'カナダ、中南米(チ
 リ、アルゼンチン等)にも存在する。'このネズミとウィ'ルスは昇本では見っか
 つていない。

 ( 3)佃御

 26 Bウイルス病(略)

 27 鼻痘(略)

 28 'ブノレセラ症(略)

 29.ベネズエラウマ脳炎(略)

 30 へンドラウイルス感染症(略)_

 3・1 発しんチフス(略)

 3 2 _ポツリヌス症(略)

 33 マラリア佃制

 34 野兎病(略)

 35 ライム病佃御

 36 リツサウイルス感染症(略)

 上ある。

 吸困難、酸素不飽和状態に陥る佃市水腫、肺浮腫による)。早い揚合は発症後2



 38 リ.フトバレ」熱(略〕

 39 類鼻痘(略)

 40 レジオネラ症(略)

 4 1 .レプトスピラ症(略)

 42 ロヅキー山紅斑熱(略)

 第6 五類感染症
 1~4 1.(略)

 .、

7

42

 (1)定義

'

 薬,耐陛ア_シネトバクター感染症

 _」呈^

 広域ーラクタム剤アミソ配糖体、,フルオロキノロンの3系統の薬剤に対
 して耐性を示すアシネトバクター属菌による感染症である

 感染が機能の低下した患者や抗菌"長期使用中の患者に日和見感染し、肺
 などの呼吸器感染症、、尿路感染症手術,立や外傷部立の感染症カテ←テ

 ル関連血流感染症  敗血症、'髄膜炎、皮膚、半胡莫面イ軟部組織、眼などに'彩

 (3)届出基準
 な感染症を起こす。

 ア患者'(確定伊D

 指定届出関の管理者は当該指定届出機関の医師が、.(2)・の臨床的特徴
 を有,する者を診察した結果、症状や戸見から薬剤耐性アシネトバクター感染症
 が疑われかっ

 トバクター感染症患者と診断した場合には、法

 3 フり・フトバレー熱(略)

 38 類鼻痘(略)

 39 レジオネラ症(略)

 40 レプトスビラ症(略)

 ロッキー山紅斑熱佃割41

 第6 玉類感染症
 1~4 1 (略)

 (新翻

 出を月単立で翌月の

 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる
 ぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いるとと

 イ感染症死亡者の死体

 (4)の表の左欄に掲げる査方法にょり

 指定届出機の管理者は入当該指定届出'関の医師力
 を有する死体を

 染症が疑われ、かつイ(4)の表の左欄に掲げる検査方法にょり、薬剤耐性ア

 日に届け出なけれぱならなレ

 した結果、症状や所見から、薬剤耐性アシネトバグタ,感

 14条 2項の規定による届

 査方法の区分ビ'とにイそれ

 薬剤耐性アシ才

 (2)の臨床的特獣



 シネトバウター感染症により死亡したと判断した場合には、法第14条第2項
 の規定による届出を月単位で、翌月の初日に届け出なけれぱならない'。

 (4)届出のために必要な賓所見

 との場合において査材料は、同欄に掲げる査方法の区分一とに それ
 ぞれ同表の右

検査方法
 づケ荏  同定による病原体の検出(敗血症.'心内膜
 炎腹膜1 胸膜炎、髄膜炎、骨髄炎)  及び以下の
 査室での判断基準を満たすもの

 に定める、ののいずれかを用いること

 (検査室での判断基準1ネ、以下の3つの条件を全て
 満たした場合である)
 アイミペ不厶のMIC盆16 m1 又は、イ 、、、

 ペ不厶の感角性ディ'スク(KB)の阻止円の直径
 が13血以下

イ

 アミカシンのMIC塗32

 カシンの感受性ディスクくKB)の阻止円の直径
 が14如以下

ウ

 シプロフロキサシンの感受性ディ,スク(KB) は、
 シプロフロキサシンのM.1 C塗 4

 の阻止円の直径が15血以下)
 ノ＼

起因
 ・.同定による病、体の

系感染症

 症、'.皮膚・軟部組織感染症、・細菌性中耳

強査翅赳

 と判定された場合(呼吸器感染症、'肝.胆道

 炎、眼炎)及び以下の査室での判断基準を満たt

 血液、腹水イ胸水、髄液、

 も,の

 通常は無菌的であるべ

 /ml'又は、,アミ

 U傷感染症、腎孟腎炎・複雑性尿路感染

 き臨床検体

 (査室での判断基準は、以下の3つの条件を全て
 満たした場合である
ア  イミペネムのMIC之16
 ペネムの感受性ディスク(KB)の且止円の直径

 出、かつ、感染症の

 が13血以下

イ

 /m1 又

 アミカシンのMIC塗3 2

 カシンの感受性ディスク(KB)の.阻止円の直径
 が14皿以下

副腔

 ,疾、・気道分泌液、自腔
 粘液、膿・'海出液、尿

 /m1 又は、イミ

 耳漏、眼脂
 無菌的ではなレ

 /ml・又はア

体

、、

、

ノ

8



ウ

 は、シプロフロキサシンの感受性ディスク(KB)
 ンプロフロキサシンのM I C'茎 4

 の阻止円の直径が15血以下)

 (※)イミペネム以外のカノレバペネム.系y剤によ、リ
 その検査により耐性の結果が得られた場合も判断基準のケを満たすも

 イミペネムによる査と、その他のカルバペネム系薬剤によのとする

る

 写られた場合も判断基準のアを満たすものとし、'その査方法を届
 査を実施した場合には、いずれかの'剤の査により耐性の結果が

 ために必要な検査方法とする

 また、シプロ.フロキサシン以外のフノレオロキノロン系、'剤により査
 を実施した場合は、,その査により耐性が得られた揚合も判断基準のウ
 を、たすものとtる。シプロウ・ロキサシンにょる'査と、その  のフル

 /m1 又

43

( 1 )
( 4 )

 オロキノロン系.

 検査により耐性の結果が得られた場合も判断基準のウを満たすものと

薬剤耐性緑膿菌感染症
 ~(3)(略)
 届出の'ために必要な検査所.見

 査方法を届出のために必要な査方法とするしその

検査方法

 分高隹・同定による病原体の検出(敗血症・心内膜
 炎、腹膜炎、胸膜炎、散膜炎、骨髄炎)及び以下の
 検査室での判断基準を満たすもの
 (検査室での判断基準は、以下の3つの条件を全て

 満たした場合であるd) 、

 アイミペネムのM I C塗 16 μg/m1 叉は・、イミ
 ペネムの感受性ディスク(KB)の阻止円の直径
 が13皿以下

 イアミカシンのM IC窒 3 2μg/m1 又は、アミ
 カシンの感受性ディスク(KB)の阻止円の直径
 が14川以下

 ウシプロフロキサシンのM I・C塗 4 μΞ/m1 又
 は、シプロフロキサシンの感受性ディスク(KB)

 晴Ⅲこよ・る試験を,実施した,場合には、いずれかの、'剤の

 査を実施した場合は、

の

検査材料
 血液、,腹水{胸水、髄液、
 通常は無菌的であるべ
 き臨床検体

42

( 1 )
( 4 )

薬剤耐性緑膿菌感染症
 ~(3)印各)

 届出のために必、要な検査所見

..

検査方法

 ゙ ザ

 分離・同定に.よる病原体の検出(敗血症・心内膜
 炎、广腹膜炎'イ胸膜炎、髄膜炎、骨髄炎)及び以下
 の検査室での判断基準を満たすもの
 (検査室での判断基準は、以下の30の条件を全

 て満たした場合であるρ
 アイミペネム,のM I'C竺 16 μg/m1 又は、イミ
 ペネムの感.受性デオス.ク(KB)の阻止円の直径
 か13血以下

 イアミカシンのM I C塗 3,2.μg/m1 又は、ブミ
 カシンの感受性ディスク(KB)の阻止円の直径
 が14mⅢ以下

 ウ'シプロフロキザシンの_M I C塗 4μΞ/m1 又
 は、シプロフロキサシンの感受性ディスク(KB)

g

検査材料

 血液イ.腹水、胸水ゞ髄液、
 通常は無菌的であるべき
臨床検体



 の阻止円の直径が15血以下)
 分籬・・同定による病原体の検出、かつ、感染症の
 起因菌と判定された場合(呼吸器感染症、肝・胆道
 系感染症、創傷感染症{腎孟腎炎・'複雑性尿路感染
 症、・皮膚・軟部組織感染症、・細菌性中耳炎・.副鼻腔
 炎Υ眼炎)及び以下の検査室での判断基準を満たす
もの

 (検査室での判断基準は、以下の3つの条件を全て
 満たした場合である。
 アイミペネムのM I C塗 16 μ且/m1 又は、イミ
 ペネムの感受性ディスク(KB)の阻止円の直径
 が13皿以下

 イ、アミカシンのM I C竺 3 2 μ g/ml'.又は、アミ
 カシ.ンの感受性ディス女(KB)の阻止円の直径
 が14叩以下

 ウシプロブロキサシンのM I C塗4μ8/m1 又
 は、シプロフロキサシンの感受性ディ.スク(KB)
 の阻止円の直径が15血以下)

 3 .(略)

 疇疾、気道分泌液、口腔
 粘液、膿・溶出液、尿、
 耳漏、眼脂
 無菌的ではない検体

 (※)イミペネムP 外のカルバペネム系薬剤により検査を実施した場合は
 査により耐性の結果が得られた場合も判断基準のナを満たすもその

 のと司、るイミペネムによる
 る査を実施した場合には、'いずれかの薬剤の検査により耐注の結果力
 得られた場合も判断基準のアを満たす、のとし、その査方法を届出の
 ために必要な検査方法とする

 また、'シプロフロキサシン以外のフルオロキノロン系薬郵Ⅱこより検査
 を実施した場合は、その検査によ'り耐性が得られた場合も判断基準のウ

 第7 (略)
 別記様式1

 の阻止円の直径が15叫以下)

 を満たすものとする・・シプロフロキサシンによる査と、その他のフル

 分跳・同定による病原体の検出、かっ、感染症の
 起因菌と判定された場合(呼吸器感染症、肝・胆
 道系感染症、創傷感染症、腎孟腎炎.・複雑性尿路
 感染症、皮膚・.軟部組織感染症、細菌性中耳炎.
 副鼻腔炎、眼炎)及ぴ以下.の検査室での判断基準
 を満た.すもの

 (検査室での判断基準は、以下の3つの条件を全
 て満たした場合である。
 アイミペネムのM I C塗.16 μ8/m1 又は、イミ
 ペネムの感受性ディスク(KB)の阻止円の直径
 が13叩以下

 イアミカシンのM I C竺 3 _2.μΞ/m1 又は、アミ
 カシンの感受性ディスク(KB).の阻止円の直径
 が14叫以下

 ウシプロフロキサ、シンのM I C 塗 4 μg/m1 又
 は、、'シプロフロキサシンの感受性ディスク(KB)
 の阻止円の直径が1'5血以下)

 オロキノロン系薬郵Hこよる試験を実施'した場合には、いずれかめ薬剤の
 査により耐性の結果力
しその

 査と、その也のカノレバペネム系,

1~1

 査方法を届出のために必要な検査方法とする

J

 3 '(略)

 られた場合もリ断基準のウを満たすものと

 '剤によ

 疇疾、.気道分泌液、口腔
 粘液、膿・溶出液、尿{
 耳漏、眼脂

 無菌的ではない検体

 第7 (略)
 別記様式1

10

、

1~ 1



 別記様式1-4

 別記挿式 1-4

 都道府県知事(保健所設置市・特別区長)殿

米出血熱発生届

 1 蛙断{検案〕 Lた者幌伴}のM聖

俣師圧名

 ・也者住碇例j
 2 当賎青氏名

上

 7 当談名住所

 0 当該者所在地

 ,無捌史病原体保賓唐

 診唄の名
 所の所来

 9・促証宕庄名

 {禦病謡,診蝋所に従剛していりい雷肝にあ?ては、その住所.電話舌号舌記載」

 引甥」

 1】フ'1レぜンチン出血熱
 のパネズエラ出血昂

 男・女

 憂似位迄者・事鰻脚モ亡煮の死休
 4 生年呉日'

11

 ・先昂,愚篦
 ・曜牡'、めまい

 ・出血'・ショプク
 ・その他【

 ,幸L

 10 俣腫圭住所

訊型

年

月

 ・分廠・向定による病唖忰の犠当
 撞体1血液・モの抽{

 ・検件から匝能のκR脚=よる痢原件遺伝〒の桟出
 喧件!血濱・モの他(

 .釦5A生1=よる血:胃杭休の諸出 t19M .19G )

 、,堂光訪休怯による血」ゑ抗件の域出【19M'ゆG)

 ・モの地の方賠{、
 犠休【
 結星【,

 ・臨床決定{

 色プ5リJし出血熱
 .ボリビケ出血昂、モの抽

日

 ι署名又は記名押印のこと)

 5詐断碕の舞射加尿1胡如

 ,馳側

 ・井紅住状

年

 19. 101ネ思剖味成丘の唱言のみ記入)

 邪染碇死亡賢L疇の死体

 輩(

 ・背邸症

 剛舌(

日

 別記様式1・・4

 か月)

 電話(

 ,8 廊操煉田・感輯紐路・睡墾地堆

 日当1真暑靴案

 )・

 (ヱ蛇段侃区,甚染軽路【柱定.1豊定)

 1 體触艮愉{1朧Lた人・1抑1堺.状況:
1 .

 2 '抽.蚊.昆虫等からの岳貸【難島.蚊.R虫喜の牲
 姻・堂;9 :

 3 針等の並剥なものの訓入「二よる事皇惇圦物の段顕.

 4 .抽血,血往製剤(,山・血液製剤の1罫'.使母年月.

 5 モの他(

 冨話{

13

14

15

16

17

蹴鉾月日
 診断ι接案(粕)年月日
 矗染Lたし,眺さhる年月日
 斐鍔年月臼ι*)
 死亡証月白ι崇】

 別記様式1

 (ι.コ. 11.12.18 園は舘当する雪号等乏0で凹み、 4
 ι崇)松は、死亡舌を擴系Lた瑚合のみ記入寸ること,

 ". 12 糊は、談当するものずぺて妄記狂,る二ι.)

 別記極式1-4

十

 平成年 R

 ,抹月
 '芋居
早戒卑月
早族尋月

 都道府県知事 t保遜所設趣市・特別区長)殿

 5?・別記様式4

(^
 日本国内(

 釦=Ⅱ

 米・出血熱発生届

、

 19 その他抽矩避のまん証の肪止及び倒該雪の医食のた
 勧に^力嶋亜と琵める宰項

 む而亘府県一

凶

'

 1 診断(冨釦した言呪悧Φ悶型

 5, 10.、ら 11欄は年群,年月日を記J、すること.
 ι゛)梯は.居零 t確足例】を診断した場合のみ記入する二と.

 医の氏

 ・彫暑 t隔詫仰n

 ,尋

 2 当誌舌氏名

 (略)、 1・フ

上

 フ.当該名^'

市匡町牝

 B 当該老所劃白

 ・無症状病侃保宥

」

0

 所の

の

 {辯病院'診探所に従事Lてい彦い医師にあ0ては、モの住所.覚話.号モ蛇駐}

氏名

 3性別

 1)ア1レセ':,チ'ン榔血熱
 身パネズエラ出血熱.

 男t女

 ,暖1耻症嵐肴  .愚象住死亡噺の死体',駆染住死亡廷L階の死体
 4 坐年月日

11

 ・発n ,思寒
 ・曜吐・めまい
 、出血・・ショッウ
 ・そOM曳【

 ・之L

 10 倒旦宝住,斤

年

惰型

年日甲成

月

 ・分凱・同定による店廉件の論出
 頴件:血望・その抽〔'

 ・検#カ、ら喧膿のPCR佳による夙暉体也性子の櫨出
 技仲ゞ血液・モの他〔

 巳13A註に上る血晴疏自功栓出 U,M.10G ]

 '堂光抗件佳」=よる血1る抗体の性出(1,M.担G)

 ・その仙の方生【
 検休(

 .姑星ι

 .匡斥沙Jミ{

日

 之ゴラジi圏血熱
 0 二"りビア出血熱

 〔若名又はⅡ名拝印のこと}

 5畦断時の鼻齡缶槻朗験

 .,院由痛

 ・1,凝住状

任

 (9, 101ネ血右力株成恕の唱合0)"記1)

 牝t

 ,空帥痛

 剛,舌 t

日

 か月)

 飢ぎ〔

 18 愿判系因・貼臭柱亮.馴削四峨

 6 当誌暑嵐雫

 4堤曇暉因・怯染蛙路{^.1院}

 「雁k'感擢 11晩い二人・1島の1脚,都兄

 2 卦仙・虹・昆虫等からの盛染【勘拘.,藍.民虫等の足
 頚,状促:

 a 針等の鯉利なものの討λによる臣染住住物の柾訊,

 4 帖血・証鵡1刑{1此.血雀製劃の1棚,使用年月.
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 棚$年月B
 b断獣案叫1年貝白
 摩陸Lたと植定される年月日
 究用年月日【.)
 死亡年月臼{却

 n' 3. 11.12.18 順は瓢当寸る書号等を0で図". 4
 妹}掴仕.死亡老モ犠鼠い二垤合のみ昆入オること.

 罰.12榴は、盆当ずるものすぺてを記吐サること.}
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痢

 1ヨモの他感聾症の卓ん鬻の防止丑び当版青の巨まのた
 叔こ圧肝ιW要と物める岸項

 6. 1ユから 17桐は年糸、揮g官を記λ寸ること,
 1甲】崩は、逃青イ隨定例)乏#断Lた埋合のみ記人すること.
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 別言己繹式4- 1 8

 都道府県知事(保健所設置市・特別区長).殿

 チクン.グ

 オ診断(検判した者 Gモ休)の類盈
燃客圃定例

 2 当該看氏名

 師の

 7 当炊者住所

 8 当詰者漸在地

 0 保1藍者氏名

無症状擶床体保有渚

 ア熱発生届

 {※覇院.珍摂所r=従寧Lていない匡師にあ口ては、.モの住所,電話番号を記粧}

閧

の

髭熱
 ・間聾の轟嵐胴脹
訪膺痛
 血ノ」嗹長減少
劇虚肝炎

 モの韓(

なし

 白1聟11  4 生卑月日

 感染症死亡者の死休

12

 「 0 保1聾宥住所

年

 分離・詞定による惰匝伴の拔出
 検体1血庄・モの他(
 ̂真型:(

 按体力、ら由謹のPCR庄1冨よる病仮休遣伝予の検出
 拡休;驫渡・その他イ
 血膺型:(

 血管「9M抗体の長出
 ベア血」青での巨L15A脚二よる19G抗休の長出
 結果:抗件鷆1Ξ,杭体価の宝駄上昇

 ペア血"膺での赤血球,腎焦胆止抗体の検出
 発畢;抗{キ幅転・抗体価の有愈上昇

 ペア血嘴での中和抗休の検出
 枯果1杭如場ネヨ,抗体価の有念上昇

 その他の方磯【

 帖果 C

間節揣
全身継怠惑
 リンJξ肺1鹽匠
白血球埜少

月

日

 ̂催死亡磯ι^の究休

 5診断時の年凱卯創式長飽

艶疹
 .ヨ両痛

井駐佐状

 如T成

t0

、

 (署宅又は詑'押印の二と)

 1,0は邑暑゛沫成年の1易含のみ1己入)

印

 典【
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 別記様式47 19

 '電1舌〔

初診年月日
 診断(技棄{舶)年月日
 感染したと推定される如月日
 疉択年月日 t甲)
 死t^月日{換】

 (新設)

12

 循琵(

 カ、月)

 1ヨ感染煉因・躯染1遷弗.惑染1也域

 〔 1 . Ⅱ

 (縦)棚は
 11. 12 糊」才

 d^肌因・感染軽路'(確定・1佳定・)

 1 動物・蚊・臣虫篤からの感染(謝血,蚊.昆虫等の
 1亘鷹,状況

 2 モの他'

 覚蛯(

 6 当荻奪執業

 別.記様式4」 19

 別記様式4-20

 12.1B棚は駄岩サる番号等を0で囲"、4
 死亡青を検軍Lた堪合のみ1己λゞる二と.
 悲出するものサペてを記戰ずる二と.)

平成
平辰
平成
平成
早成

 ̂地域(諸定
 日本国内(
 国外(

2

群細地塚
 渡鉱器糊イ

都道府県
 ・匡

 5. 13から 17抑は年齡,年月日を記コ、寸る;と゛
 (*)棚は.忠者('置定伊D 筆診断Lた場合の゛1記人寸ること"

 10 モの他態俳,童のまん羣0コ訪止及ぴ当肱肴の医1禦の
 ために医師力、邑美七託める亭項
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 別記様式4-21 (略)

 別記様式4-22 (略)

 別記様式4L23 (略)

 別記様式4-24 (略)

 別記様式4 -.2'、5 (略)

 別記様式4- 26 (略)

 別記様式4-27 (略)

 別記様式4-28 (略)

 別記様式4-29 (略)

 別記様式4 - 3 0 '(略)

 別記様式4- 3 1 (略)

 別記様式4-32 (略)

 別記様式4 - 3'3 (略)

 別記様式4-34 (略)

 別記様式4- 35 (略)

 別記様式4-36 (略)

 別記様式4-37 (略)

 f、

13 -

ノ
、、

 別記様式4 - 20 (略)

 別記様式4 - 2 1・(略)

 別記様式4- 22 (略)

 別記様式4-23 (略)

 別記様式4-24 く略)

 別記様式4- 25 (略)

 別記様式4 - 26 佃各)

 別記様式4- 27 (略)

 別記様式4 - 28 (略)

 別記様式4- 29 (略)

 別記様式4÷ 30 (略)

 別記様式4- 31 佃各)

 別記様式4 - 32 ("制

 別記様式4- 33 (略)

 呂1信己様式4- 3 4 (略)

 別記様式4- 35 (略)

 別記様式4 「 36 (略)



 別記様式4-38 (略)

 兄1信己様式4 - 3 9 .(略);

 別記様式4「40 (略)

 別記様式4 -'4,1・(略)

 別記様式4-42 (略)

 別記様式5-1-1.~別記様式7L 5 (略)

 別記様式7-6

14 -

幸

2

a

2

 "ま景名【冨号を0で郵む1
 1:.メチウリン劃住負色づlt0球M幕業症
 をι式ニシリン射姓昂婁球満感染丘
 31蓋粥鮒佐碑福菰感轟促

披仲抑鰍帥位
 梗数寓位ι、ら快出された嶋賞#
 無む里菜と骨弐られる1"属のみを記駐.

 剛鵜様式?-6

 10雪号 住
 Φ載は月竜,1

 感染症発生動向調査(基幹定点)

閲

 侠噛名、

 別記様式7ーフ(略)

1

2

1

 別記様式4-37 (略)

 別記様式4- 38 (略)

 別記様式・4 ・, 3 9'(略)

 別記様式4-40 (略)

 別記様式4 -4 1 (略)

 月1信己様式5- 1~別記様式7 - 5 (略)

 別記様式7-6
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ヨ

 .靈壷ε f喬呼を0で"む)
 1;〆予シリン耐性費色ブドウ鳳陶暴発症
 之,パニシリン耐性抽炎昧劇孤染蜜
 ヨ・:粥蹴耐伐緑嘩厩悪染立
 '.雨剤配蛙ブシ牛トパクター監染珪

珪尋譯玖彪牡
 枚畝罰山嶋牲敵さ九た塲合は
 蓋も弐霊ど考えら乱る1力翫のみ走昆載.

4

.

3

4

 [亘亟] [1亘亟]
3

4

 別岳様肱7-6
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J

拡 年
 に#は貝齢)

 感染症発生動向調壷・(基幹定点)

打

疾戸 名巨
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